
Ⅰ 基本的事項 

3

第５次山梨県廃棄物総合計画の概要

河川散乱ごみ調査 ・ 河川マイクロプラスチック（MP）調査

第２章 廃棄物処理の現状と課題

（１）策定の趣旨
 ・廃棄物の発生を抑制し、資源として循環的に利用するとともに、適正な処理を推進すること、さらに非常災害時における処理体制の整備を促進することなど、廃棄物対策を総合的かつ計画的に進めるため、令和3年3月に策定した。
「第4次山梨県廃棄物総合計画（令和3年度～令和7年度）」に引き続き、国の基本方針等を踏まえた上で、「第5次山梨県廃棄物総合計画」を策定するものである。

（２）計画の位置付け及び計画期間
 ・廃棄物処理法第5条の5に基づく「廃棄物処理計画」  ・山梨県生活環境の保全に関する条例第61条に基づく「廃棄物総合計画」  ・計画期間：5年間（令和８年度～令和12年度）

第１章 基本的事項

１．一般廃棄物

（１）総排出量
排出量は徐々に減少しているものの、本県の一人一日当たり
の排出量は全国平均を上回り、減少率も低い状況にある。

目標の達成は困難であり、県民の意識を一層高めるための取り組みを進める必要がある。
（２）再生利用率
家庭系ごみの分別が徹底されていないことや、集団回収の減少などにより、再生利用率は伸び悩んでいる。特に直 

 近3年間は低下しており、目標値との差が拡大しているため、分別の徹底と再資源化の体制強化を図る必要がある。
（３）最終処分量
最終処分量の減少は鈍化しており、目標達成は困難な状況である。ごみ処理施設の広域化の推進と併せて、取り
組む必要がある。

２．産業廃棄物

３．不法投棄対策

（１）総排出量
 主に鉱業と農業での減少により、目標を上回るペースで推移
 している。経済状況などの社会情勢の影響を受けるものの、引き続き発生抑制に向けて取り組む必要がある。

（２）再生利用率
  建設リサイクル法の浸透や資源の循環的利用に対する意識の高まりにより、目標を上回るペースで推移している。再生利用
の更なる向上に向けて取り組みを継続する必要がある。

（３）最終処分量
再生利用が出来ないがれき類の処分量の増加により、目標の達成は困難な状況である。アスベストなどを含む再生利用が
困難な廃棄物は最終処分による適正処理を進めつつ、引き続き処分量の抑制に取り組むことが必要である。

依然として不法投棄は後を絶たない状況にあることから、警察や市町村などの関係機関と連携し、監視やパトロー
ルを強化して早期発見・早期対応に努めるとともに、啓発活動の強化を図る必要がある。

「物を大切にする文化」の継承と発展を基盤とし、3Rの取り組みを一層強化するとともに、再生
可能資源への転換を意味する 「Renewable」 を推進します。
これにより、ライフサイクル全体での資源の有効活用と環境負荷の低減を図り、持続可能な循環
型社会の形成を進めます。

第３章 計画の基本方針

第４章 計画の目標
１．一般廃棄物

令和５年に対し、△5.5％削減
（国の目標(△5.1%)と同等の水準に
設定）

令和５年に対し、現状維持
（国の目標(22.1％)は現実的ではなく、まず
 は現状維持を基本とし、15.6％(16％)を
目標値として設定）

令和５年に対し、△5.3％削減
（国の目標(+1.3％)を上回る水準に
 設定）

令和５年に対し、＋1.6％以内に抑制
（将来推計の伸び率(+3.2%)を半減する 
水準に設定）

令和５年に対し、＋1ポイント
（将来推計値(57％)に沿って設  
定）

令和５年に対し、＋4%以内に抑制
（将来推計の伸び率(+８％)を半減する水
 準に設定)

県

県民意識の醸成、一般廃棄物の処理に
係る市町村への技術的支援を行うととも
に、産業廃棄物の発生抑制、処分等の
適正処理を推進します。

✓食品ロス削減やプラスチック代替素材の利用促進等の新たな方向性を踏まえ、家庭ごみで大きな比重を占める
   生ごみとプラスチックごみを重点的に削減する。

✓全国的に再生利用率の伸びが鈍化する中、集団回収等の活動低下など資源物回収に伴う環境変化に対応し
 た取り組みや､ごみ処理広域化計画の着実な推進により再生利用率を向上させる。

２．産業廃棄物

これまでの取り組みを継続するとともに、発生抑制と再生利用を一体的に推進し、県民一人ひとりの３R意識をさらに
高め、環境負荷の少ないライフスタイルへの転換を推進する。
目標値は、国が示した数値を参考としつつ、本県の特性や課題などの現状を踏まえて設定する。

排出抑制等に関する普及啓発を行うとともに、引き続き優良な排出事業者・処理業者を育成・支援する。
目標値は、将来推計を踏まえつつ、本県の特性や課題などの現状を踏まえて設定する。

循環型社会の担い手であることを自覚し「物
を大切にする文化」を基盤に環境負荷を抑
えた持続可能な暮らしへの転換が求められ
ます。

県民 事業者 市町村

住民や事業者の行動変容を促す普及啓
発等を通じて一般廃棄物の発生抑制や
循環的利用を促進するとともに、非常災
害時の処理体制を整備します。

商品の開発・生産・廃棄の過程において
廃棄物の発生抑制や循環的利用を推進
するための取り組みに努めるとともに、法
令を遵守した適正処理が求められます。

第5章 各主体の役割 ～県民・事業者・行政が相互に連携し各種対策に取り組みます。～

４．社会情勢の変化への対応
◆食品ロス削減推進法の改定に伴い、2030年度までに家庭系食品ロス量を半減、事業系食品ロス量を60％削減
 する（2000年度比)。
◆国のプラスチック資源循環促進法に基づき、製品設計から排出・再資源化までの各段階で３Ｒを総合的に推進し、
 持続可能な資源循環の仕組みを構築する。

総排出量（千t） 再生利用率（％） 最終処分量（千t）
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○ 災害時の廃棄物対策
災害時に避難所などでの生活環境を守り、被災からの早期復旧・復興を進めるためには、災害時においても廃棄
物を適切かつ迅速に処理できる体制を、平時から整備しておく必要がある。

一般廃棄物の状況 H30実績 R5実績 R7目標
総排出量（千ｔ） 299 274 266

再生利用率（％） 17.0 15.6 25

最終処分量（千ｔ） 20 19 16

産業廃棄物の状況 H30実績 R5実績 R7目標
総排出量（千ｔ） 1,698 1,650 1,712

再生利用率（％） 52 56 52

最終処分量（千ｔ） 21 25 21
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第５次山梨県廃棄物総合計画の概要

第６章 廃棄物の発生抑制等のための県の取り組み

第７章 廃棄物の発生抑制のための県施策

第８章 計画の推進

○一般廃棄物
循環型社会の形成に向け、県民への普及啓発等を通じて発生抑制・再生利用を促
進をするとともに、３Rやプラスチック資源循環の推進など、持続可能な一般廃棄物処
理に取り組む市町村を支援します。また、県の災害廃棄物処理計画を適宜見直し、

あらゆる災害に迅速かつ的確に対応できる廃棄物処理体制を整備します。

○産業廃棄物
排出事業者や廃棄物処理業者に対し、発生抑制等の取り組みや適正処
理を促すため、普及啓発や指導を行うとともに、優良な事業者を支援してい
きます。

○不法投棄防止対策

県民の協力による不法投棄の監視体制の強化や関係機関
と連携した未然防止対策を推進するとともに、近隣都県など
と連携した取り組みを実施していきます。

計画の評価と進行管理

（１）計画の評価

目標の達成状況や施策の実施状況等につ
いて、毎年度「環境保全審議会」へ報告し、
計画を評価。

（２）計画の進行管理

持続可能な循環型社会の実現のため、県民・事業者・行政が協働し、資源循環を地域づくりと一体
的に進める体制を構築します。また、既存ネットワークを活用した連携をさらに広げ、NPO等の民間団
体とも協働して実効性のある取り組みを展開します。
情報発信においては、県ホームページに加え、県民がより身近にアクセス出来るよう、SNS等を活用し
たわかりやすい発信を推進します。
計画の推進にあたっては、PDCAサイクルに基づき点検・評価を実施し、結果を公表して透明性を確
保するとともに、次期計画に反映します。行政だけでなく、県民一人ひとりが主体となり、「自分ごと」と
して捉え、行動変容を進めることを目指します。

対　　　象 施　策　項　目 頁

　○一般廃棄物 (1)発生抑制の推進 ①生活系ごみの発生抑制の取り組み支援

ａ一人ひとりのエコライフ推進 49

ｂ市町村の一般廃棄物処理事業の3R化の促進・支援 49

ｃごみ減量化リサイクル推進事業に対する支援（環境保全課題対策事業費補助金） 49

ｄプラスチックスマート推進事業 50

ｅ食品ロス削減の推進及び強化事業 50

②環境教育・環境学習の推進

ａ環境学習指導者の派遣(やまなしエコティーチャー) 50

ｂエネルギー教育の推進 51

③事業系ごみの発生抑制の取り組み支援

ａ事業系一般廃棄物の減量化の推進 51

ｂ市町村・組合のごみ処理施設での事業系ごみの搬入検査の支援 51

ｃ中小企業支援基盤整備事業（専門家派遣事業） 51

ｄ環境対策技術研究開発の支援 52

ａ一人ひとりのエコライフ推進（再掲） 52
ｂ山梨県地球温暖化対策実行計画における資源の再利用・廃棄物の減量化の推進 52

ｃ「山梨県ごみ処理広域化計画」の推進 52

(2)循環的利用の推進 ①一般廃棄物の循環的利用の取り組み推進

ａ容器包装廃棄物及び製品プラスチックの一括回収及びリサイクルの推進 53

ｂ特定家庭用機器廃棄物のリサイクルの促進 53

ｃごみ減量化リサイクル推進事業に対する支援（環境保全課題対策事業費補助金）(再掲) 53

ｄ市町村の一般廃棄物処理事業の3R化の促進・支援(再掲） 53

ｅ市町村・組合のごみ処理施設での事業系ごみの搬入検査の支援(再掲） 53

ｆ環境に配慮した農業の推進 54

ｇ使用済小型電子機器廃棄物のリサイクルの促進 54

ｈ使用済自動車の適正な再資源化の推進 54

ｉプラスチックスマート推進事業(再掲） 54

ｊ「山梨県ごみ処理広域化計画」の推進（再掲） 54

②環境教育・環境学習の推進

ａ環境学習指導者の派遣(やまなしエコティーチャー)（再掲） 55

ｂエネルギー教育の推進（再掲） 55

ｃプラスチックスマート推進事業(再掲） 55

ａ一人ひとりのエコライフ推進（再掲） 55
ｂ山梨県地球温暖化対策実行計画における資源の再利用・廃棄物の減量化の推進（再掲） 55

(3)適正処理の推進 ①一般廃棄物(ごみ）の適正処理の取り組み支援

ａ市町村の一般廃棄物処理事業の3R化の促進・支援(再掲） 56

ｂ一般廃棄物処理施設の整備、維持管理のための技術的支援・助言 56

ｃ一般廃棄物処理計画の見直しの促進 56

ｄ「山梨県ごみ処理広域化計画」の推進（再掲） 56

ｅ使用済小型電子機器廃棄物のリサイクルの促進（再掲） 56

ｆ市町村・組合のごみ処理施設での事業系ごみの搬入検査の支援(再掲） 56

ｇ廃棄物処理施設の設置に関する事前協議の実施 57

ｈ山梨県商工業振興資金（環境対策融資） 57

②一般廃棄物（し尿、浄化槽汚泥）の適正処理の推進

ａ生活排水対策の推進 57

ｂ浄化槽対策の促進 57

ｃ一般廃棄物処理施設の整備、維持管理のための技術的支援・助言(再掲） 57

③広域的な一般廃棄物最終処分場の運営

ａ広域的な一般廃棄物最終処分場事業の円滑な実施に向けた支援 58

(4)災害廃棄物対策 ①災害廃棄物の適正かつ円滑な処理

ａ山梨県災害廃棄物処理計画に基づく対応力の充実・強化 58

ｂ市町村の災害廃棄物処理対策に対する支援・助言 58

ｃ大規模災害時の廃棄物対策に関する広域的な連携 59

ｄ大規模災害時の連絡・調整等 59

ｅ「災害時の石綿飛散防止対策に係る体制整備 59

ｆ「山梨県ごみ処理広域化計画」の推進（再掲） 59

目　　　的

④循環型社会と低炭素社会を統合的に実現するための取り組みの推進

③循環型社会と低炭素社会を統合的に実現するための取り組みの推進

対　　　象 施　策　項　目 頁

○産業廃棄物 (1)発生抑制の推進 ①事業者による発生抑制の取り組みの促進

ａ多量排出事業者の廃棄物の排出抑制・再生利用に係る取り組みの促進 60

ｂ中小企業支援基盤整備事業（専門家派遣事業）（再掲） 60

ｃ環境対策技術研究開発の支援（再掲） 61

ｄ建設副産物の有効利用の促進 61

ｅプラスチックスマート推進事業(再掲） 61

ｆ山梨県地球温暖化対策実行計画における資源の再利用・廃棄物の減量化の推進（再掲） 61

ｇ山梨県商工業振興資金（環境対策融資）（再掲） 61

(2)循環的利用の推進 ①産業廃棄物の循環的利用の取り組み支援
　　　
ａ多量排出事業者の廃棄物の排出抑制・再生利用に係る取り組みの促進（再掲） 61

ｂ建設副産物の有効利用の促進（再掲） 62

ｃ環境に配慮した農業の推進（再掲） 62

ｄ家畜排せつ物の適正管理・利用の促進 62

ｅ食品製造副産物等の有効利用の促進（やまなしエコフィード利用推進事業） 62

ｆ使用済自動車の適正な再資源化の推進（再掲） 62

ｇプラスチックスマート推進事業(再掲） 63

ｈ山梨県地球温暖化対策実行計画における資源の再利用・廃棄物の減量化の推進（再掲） 63

ｉ山梨県商工業振興資金（環境対策融資）（再掲） 63

(3)適正処理の推進 ①産業廃棄物の適正処理の推進

ａ産業廃棄物の適正処理等に係る意識向上の推進 64

ｂ産業廃棄物処理業者への適正処理の監視・指導の強化 65

ｃ産業廃棄物の処理に係る検査・監視・指導の実施 65

ｄ廃棄物処理施設の設置に関する事前協議の実施（再掲） 65

ｅ優良産廃処理業者認定制度の活用 65

ｆ山梨県産業廃棄物処理業者格付け制度の活用 65

②事業者による適正処理や施設整備の促進

ａPCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の適正処理の促進 66

ｂ農業用廃プラスチック類の適正処理の推進 66

ｃ山梨県商工業振興資金（環境対策融資）（再掲） 66

ｄ太陽光発電設備の適正処理等の推進 66

ｅプラスチックスマート推進事業(再掲） 67

③公共関与による廃棄物最終処分場の維持管理

ａ公共関与による産業廃棄物最終処分場の維持管理 67

(4)産業廃棄物適正
処理推進ビジョン

①産業廃棄物の適正処理の推進

ａ産業廃棄物適正処理推進ビジョンの推進 67

○不法投棄対策
(1)不法投棄防止対
　 策の推進

①不法投棄未然防止対策の推進

ａ不法投棄監視体制の構築・強化 68

ｂ不法投棄対策の広域連携 68

ｃ廃棄物対策連絡協議会による不法投棄対策の推進 68

ｄ産業廃棄物処理業者への適正処理の監視・指導の強化（再掲） 68

ｅごみ減量化リサイクル推進事業に対する支援（再掲） 69

ｆプラスチックスマート推進事業(再掲） 69

ｇ山梨県商工業振興資金（環境対策融資）（再掲） 69
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